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<1>エネルギー 

 八訂成分表収載のエネルギー値を搭載しています。 

<2>アミノ酸組成タンパク質 

 エネルギー算出に使用した「アミノ酸組成によるたんぱく質」の成分値を 
搭載しています。 

<3>トリアシルグリセロール当量 

 エネルギー算出に使用した「脂肪酸のトリアシルグリセロール当量」の成分値を搭載しています。 

<4>利用可能炭水化物 

 エネルギー算出に使用した「利用可能炭水化物（質量計）」の成分値を搭載しています。 
 ※エネルギー算出に「差し引き方による利用可能炭水化物」を使用した場合は、「利用可能炭水化物（質量計）」では

なく「差し引き方による利用可能炭水化物」の成分値を搭載しています。 
 

【 追加食品の登録例 】 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食品成分表に収載されていない食品を EIBUN に登録する場合。 
 
（例）「エネルギー：400kcal、たんぱく質：8.5g、 

脂質：22.1g、炭水化物：41.8g、食物繊維：2.2g、 
食塩相当量：0.7g」の食品を登録する場合。 

 

○○食品 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ 400kcal 炭水化物 41.8g 

ﾀﾝﾊﾟｸ質 8.5g   食物繊維 2.2g 

脂質   22.1g   食塩相当量 0.7g 

～ 食品登録画面の栄養成分表示について ～ 

「炭水化物」を入力 

「脂質」を入力 

「たんぱく質」を入力 

「エネルギー」を入力 

「食物繊維」を入力 

「食塩相当量」を入力 
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八訂成分表では、エネルギー算出方法が変更となったことにより、 

エネルギー算出に使用する栄養素に変更がありました。 

その中でも、「たんぱく質／脂質／炭水化物」については「アミノ酸組成に 

よるたんぱく質／脂肪酸のトリアシルグリセロール当量／利用可能炭水化物」 

を使用してエネルギーを算出するよう変更されました。 

各栄養素の組成からエネルギーを算出することで、より実際の摂取栄養量に 

近い値を算出できるようになりました。 
 

しかし、食品成分表に収載されている食品の中には、「アミノ酸組成による 

たんぱく質／脂肪酸のトリアシルグリセロール当量」が未収載の食品もあり、 

この場合に食品成分表ではエネルギー算出に「たんぱく質／脂質」の成分値 

を使用しています。 
 

EIBUN の食品登録画面では、「アミノ酸組成によるたんぱく質／脂肪酸のトリ 

アシルグリセロール当量」が未収載の場合、エネルギー算出に使用している 

「たんぱく質／脂質」の成分値を「アミノ酸組成タンパク質／トリアシルグ 

リセロール当量」に補填しています。 

 

 
 

 

 

八訂成分表への切り替えにより、より実際の摂取栄養量に近い成分値を使用できるようになりましたが、『八訂成分表

にて算出した献立のエネルギー量』は『七訂成分表にて算出した献立のエネルギー量』に比べて低くなる傾向にあり、

これまで使用していた基準値と比較しても不足しているように見えてしまいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、八訂成分表・七訂成分表それぞれで算出した献立のエネルギー量に差がある場合であっても、食事の提供者・

提供献立・実際の食事のエネルギー量は同じであるため、献立の食品数量を増やすことで不足エネルギー分を補うこ

とは正しくありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ 食品登録画面の栄養価について ～ 
食品成分表で「アミノ酸組成によるたんぱく
質」が未収載であり、エネルギー算出に 
「たんぱく質」の成分値を使用している 
場合、「たんぱく質」の成分値を補填してい
ます。 

食品成分表で「脂肪酸のトリアシルグリセロ
ール当量」が未収載であり、エネルギー算出
に「脂質」の成分値を使用している場合、 
「脂質」の成分値を補填しています。 

～ 「七訂エネルギー算出方法に基づく成分（七訂計算法）」の活用について ～ 

八訂成分表で計算したエネルギー量 七訂成分表で計算したエネルギー量 

同じ献立であっても、八訂成分表で計算したエネルギー量は七訂成分表で計算したエネルギー良より低くなります。 

七訂・八訂成分表それぞれで計算したエネルギー量には差があります

が、A さんが食べる食事量・実際の摂取エネルギー量は変わりません。

A さんのアセスメントを行い、提供している食事が見合っているか、 

給与目標量の見直しが必要か検討しましょう。 

＜七訂成分表のエネルギー＞ 

1 日分のエネルギー量 

1814kcal 

＜八訂成分表のエネルギー＞ 

1 日分のエネルギー量 

1694kcal 

 

A 
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そのため、八訂成分表で作成した場合のエネルギー量を七訂成分表で作成した場合のエネルギー量と比較しながら、

基準値との過不足を評価できる必要があります。 
 

EIBUN では食品登録画面の「七訂計算法」に七訂エネルギー算出方法に使用した成分値を登録しておくことで、八訂 

成分表・七訂成分表それぞれで算出した献立のエネルギー量を比較することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「七訂計算法」に成分値を登録し、帳票出力時に「エネルギー2015E／たんぱく質／脂質／炭水化物」を選択すること

で、七訂エネルギー算出方法に基づいたエネルギー量を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
七訂成分表のエネルギー量算出方法にて求めた

エネルギー量。 

これまでに使用していた栄養目標量と比較する

際の参考値として用いることが可能。 

※七訂成分表のエネルギー算出方法とは？ 

 たんぱく質・脂質・炭水化物から求めた 

エネルギー量のこと。 

七訂成分表のエネルギー量算出に使用した

成分値。 

八訂・七訂のエネルギー量を帳票上で比較
することができます。 
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七訂成分表から八訂成分表へ変わったことにより、『エネルギーの算出方法』と併せて『PFC 比の計算式』も変更とな
りました。 
作成した献立の内、「アミノ酸組成によるたんぱく質」と「脂肪酸によるトリアシルグリセロール当量」がエネルギ
ーに占める割合を算出するようになります。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

～ PFC 比の計算方法について ～ 

【新しい PFC 計算式】 

①たんぱく質エネルギー比（％） 

 「アミノ酸組成によるたんぱく質（g）×4（kcal/g）／総エネルギー（kcal）×100」 
 

②脂質エネルギー比（％） 

 「脂肪酸によるトリアシルグリセロール当量（g）×9（kcal/g）／総エネルギー（kcal）×100」 

 

③炭水化物エネルギー比（％） 

「１００（％）－｛たんぱく質エネルギー比（％）＋脂質エネルギー比（％）｝」 

【従来の PFC 比計算式】 

①たんぱく質エネルギー比（％） 

 「たんぱく質（g）×4（kcal/g）／総エネルギー（kcal）×100」 
 

②脂質エネルギー比（％） 

 「脂質（g）×9（kcal/g）／総エネルギー（kcal）×100」 
 

③炭水化物エネルギー比（％） 

「１００（％）－｛たんぱく質エネルギー比（％）＋脂質エネルギー比（％）｝」 

食品登録画面にて、PFC 比算出に使用する項目は、 

「エネルギー／アミノ酸組成タンパク質／トリアシルグリセロール当量」 

の 3 つです。 

追加食品登録時に、エネルギー算出に使用した「アミノ酸組成による 

たんぱく質（またはたんぱく質）」の成分値を「アミノ酸組成タンパク質」に、 

エネルギー算出に使用した「脂肪酸のトリアシルグリセロール当量（または 

脂質）」の成分値を「トリアシルグリセロール当量」に登録しておくことで、 

PFC 比の算出が可能となります。 
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EIBUN の献立作成画面や帳票にて基準値と作成献立の栄養価を比較したい場合、『食種設定』より基準値を登録する 
必要があります。 
八訂成分表を使用するに当たり、七訂成分表で基準値を登録していた項目が変更となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ 食種設定（基準値登録）について ～ 

①『たんぱく質』の基準値として使用していたものは『アミノ酸組成タンパク質』に変更。 

②『脂質』の基準値として使用していたものは『トリアシルグリセロール当量』に変更。 

③『炭水化物』の基準値として使用していたものは『利用可能炭水化物』に変更。 

 

『七訂計算法』に七訂成分表使用時に登録していた基準値を登録して

おくことで、七訂エネルギー算出方法にて計算した献立の栄養価につ

いて過不足を確認することができます。 
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八訂対応の更新を適用することで、栄養価計算に「アミノ酸組成によるたんぱく質／脂肪酸のトリアシルグリセロー

ル当量／利用可能炭水化物」の成分値を使用することが可能となります。 

食品成分表収載食品についてはエネルギー算出に使用した成分値を反映していますが、追加食品についても「たんぱ

く質・脂質・炭水化物」の成分値を反映しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 追加食品の栄養価について ～ 

エネルギー 

 更新前に「エネルギー」に登録していた栄養価を「エネルギー」と「七訂計算法のエネルギー2015」に反映。 

アミノ酸組成タンパク質 

 更新前に「アミノタンパク質」に登録していた栄養価があれば「アミノ酸組成たんぱく質」に反映。 

更新前に「アミノタンパク質」に登録していた栄養価がなければ「たんぱく質」の栄養価を「アミノ酸組成たんぱく質」 

に反映。 

トリアシルグリセロール当量 

更新前に「トリアシル当量」に登録していた栄養価があれば「トリアシルグリセロール当量」に反映。 

更新前に「トリアシル当量」に登録していた栄養価がなければ「脂質」の栄養価を「トリアシルグリセロール当量」 

に反映。 

利用可能炭水化物 

 更新前に「炭水化物」に登録していた栄養価があれば「利用可能炭水化物」に反映。 

更 新 前 

更 新 後 


